
 
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
障
害
者
支
援
課
の
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
六 

広
島
県
聴
覚
障
害
者
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 


